
第５回 航空分野特定技能協議会 

議 事 次 第 

 

 

日時 ： 令和３年３月２９日（月） 

場所 ： （書面による持ち回り開催） 

 

１．議題 

（１）航空分野特定技能評価試験の実施状況及び今後の試験実施計画について 

（２）航空分野における特定技能外国人の受入れ状況について 

（３）特定技能外国人の受入れに係る取組み事例について 

（４）航空分野特定技能協議会加入届出書等の様式の改正について 

（５）その他 

 

（配付資料） 

資料１  ：航空分野特定技能評価試験の実施状況及び今後の試験実施計画 

資料２  ：特定技能制度の運用状況（令和３年２月末現在） 

資料３  ：特定技能外国人の受入れに係る取組事例 

資料４  ：航空分野特定技能協議会加入届出書類の様式一式 

資料５  ：外国人の方の預貯金口座・送金利用について  

参考資料１：新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関へ

の支援策 

参考資料２：新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関へ

の支援策（やさしい日本語） 

参考資料３：日本で生活する外国人の皆様へのメール配信サービスの開始

参考資料４：特定技能総合支援サイト「業種別紹介動画」について 

 

以 上 



航空分野特定技能評価試験の実施状況及び今後の試験実施計画について 

 

１．特定技能評価試験の実施状況 

《空港グランドハンドリング》 

 ○2020 年度の実施状況 

 第３回 第４回 第５回 

実施日 8 月 27 日 11 月 30 日 2 月 18 日 

実施場所 国内（東京） 国内（東京） 国内（東京） 

受験者数 ９４名 ５２名 ６８名 

合格者数 ５１名 ２０名 ３６名 

合格率 ５４．３％ ３８．５％ ５２．９％ 

 

○2019 年度の実施状況 

 受験者数 ３０６名  合格者数１８６名 

 

《航空機整備》 

 ○2020 年度の実施状況 

 該当なし 

○2019 年度の実施状況 

 受験者数 ３４名  合格者数８名 

航空分野合格者数合計 ３０１名 

２．今後の試験実施計画 

 2021 年度の試験実施予定は別紙のとおり。 

《空港グランドハンドリング》 

  次回、２０２１年５月に国内（東京）で実施予定。 

《航空機整備》 

  現在、調整中のため未定。 

資料１



2021.03.09　公益社団法人 日本航空技術協会

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021/1月 2月 3月

(国内)

　　     ▽
 中旬～下旬
　     (東京)

　　     ▽
 　 (調整中)

　　     ▽
 　 (調整中)

　　     ▽
    (調整中)

(海外)

注１: 社会情勢により、試験実施スケジュールは大幅に変更させていただく場合があるため、当協会のホームページを適宜確認してください。
Depending on the social situation, the examination schedule might be changed substantially. Please visit our homepage occasionally.

注２: 航空機整備の試験については、新型コロナウイルス感染症に係る国外情勢を見つつ、企業等からの試験実施の要望状況を踏まえ、
今後逐次決定します。決定次第、日本航空技術協会のホームぺージで発表します。
The Specified Skills Examination (Aviation Industry: Aircraft Maintenance) is to be determined depending on the social situation of the spread of

COVID-19 (novel Coronavirus) and the requests from companies. Once it's been determined, it is announced on our website.

注３: 空港グランドハンドリングの海外試験については、新型コロナウイルス感染症に係る国外情勢を見つつ、今後逐次決定します。
決定次第、日本航空技術協会のホームぺージで発表します。
The Specified Skills Examination (Aviation Industry: Airport Ground Handling) held overseas is to be determined depending on the social situation 
of the spread of COVID-19 (novel Coronavirus). Once it's been determined, it is announced on our website.

2021 年度

特定技能評価試験
実施スケジュール

（航空分野）

  航空機整備

空港グランド

ハンドリング

下記注２参照

下記注３参照



特定技能外国人の許可状況等について（令和３年２月末現在：速報値）

特 定 技 能 制 度 運 用 状 況 ①

特定技能在留外国人数（令和３年２月末現在：速報値）

特定技能１号在留外国人数 ２０，３８６人

許可件数等の内訳

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

① 在留資格認定証明書交付 交付 ９，７４４件

② 在留資格変更許可 許可 １５，９６５件

③ 登録支援機関登録 登録 ５，６０７件

その他
４７５件
８．４％

登録支援機関の内訳

（許可・交付件数）

平成31年令和元年 令和2年

分野 人数

介護 １，２９８人

ビルクリーニング ２４４人

素形材産業 １，５６７人

産業機械製造業 １，７２０人

電気・電子情報

関連産業

９３０人

建設 １，８３７人

造船・舶用工業 ５４３人

自動車整備 ２１０人

航空 １４人

宿泊 ７９人

農業 ３，１２２人

漁業 ２９３人

飲食料品製造業 ７，４４８人

外食業 １，０８１人

会社（株式会社，合同会社等）
３，０４８件
５４．０％

中小企業事業協同組合
１，４８６件
２６．３％

行政書士（個人）
３９９件
７．１％

一般社団法人
１６４件
２．９％

社会保険労務士（個人）
７７件
１．４％

平成31年 令和元年 令和2年

(注)個人の登録支援機関については複数の項目に
該当する者について各項目ごとに計上している。
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特定技能外国人の受入れに係る取組事例

2019年前半にかけ、訪日外国人増加に伴い中部国際空港でも就航便数が増加の一途を辿り、採用を強化し

たものの人出不足が続いてたことから、特定技能での受入を決定した。

2020年9月に特定技能1号で2名を採用したが、新型コロナウィルスの影響により業務量が激減したため、当初

は一時帰休による対応を余儀なくされたものの、従業員の他社への在籍出向が進んだため特定技能の2名の業

務を再開した。

受入れの背景・理由

①搭載業務：お客さまからお預かりする手荷物・貨物を航空機貨物室まで運搬、搭載する業務。

②機内清掃業務：航空機内外の清掃整備業務、航空機内の清掃や機用品補充などの業務。

従事している業務

留学生から「特定技能」への在留資格変更の手続きが非常に煩雑で提出書類が多く、登録支援機関との契約・

援助なしには対応が難しかった。

受入れにおける課題

特定技能外国人の活躍に向けた取組み等

新型コロナウイルスの影響によりOJT訓練の実

施機会が減り業務資格取得に時間がかかる状況

ではあるが、新入社員の業務面・生活面の困った

ことを担当社員が支援する『世話役制度』を活用し

たサポート等により徐々に社内でも溶け込んでおり、

積極的に業務習得に励んでいる。

↑ 今の住まいである
自社保有寮の前で
同期と一緒に。

↑ 仕事終わりに同僚
とのくつろぎの時間。

会社の休憩室も
リニューアルされ、
綺麗で快適です。 ↓

資料３



第１号様式 

 

航空分野特定技能協議会加入届出書 兼 構成員資格証明書（特定技能所属機関） 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会に入会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

１．届出事項 

特定技能所属機関 

（受入企業）名称 
 

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

特定技能外国人が 

従事する業務 
 

特定技能外国人の 

就労場所 
 

支援計画の全部の実施を委託 

する場合、登録支援機関名称 
 

支援を実施する特定技能外国 

人を特定技能所属機関が受け

入れた日（見込み） 
 令和  年  月  日 

特定技能外国人の 

国籍･地域及び人数 

（国籍・地域）          （人数）   人 

                        人 

                        人 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

【添付書類】 

空港グランドハンドリングについては、特定技能外国人が就労する空港の管理者等から

受けた営業承認書類等の写し。航空機整備については、航空機整備等に係る能力について

国土交通大臣による認定を受けた者であることを証明する書類の写し。 

（業務委託等を受ける者である場合は、委託元に係る上記の書類及び委託契約書の写し） 

２．遵守事項 

  協議会への加入にあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。 

なお、遵守すべき事項を怠った場合は、協議会から退会となる可能性があり、特定技能

外国人の受入れができなくなります。 

  ・ 出入国管理及び難民認定法その他法令を遵守します。 

  ・ 航空分野特定技能協議会規約を遵守します。 

  ・ 特定技能外国人の看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受

入れの自粛要請が決議されたときは、これを尊重します。 

  ・ 他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人の引き抜きは行いません。 

  ・ 航空分野特定技能協議会に対し、必要な協力を行います。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理し、航空分野特定技能協議会の構成員となることを認めます。 

 

 
受付日・受付番号 

 

 

資料４



第２号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会加入届出書 兼 構成員資格証明書（登録支援機関） 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会に入会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

１．届出事項 

登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
 

   －       

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

支援計画の全部の実施の委託元 

となる特定技能所属機関名称 
 

支援を実施する特定技能 

外国人を特定技能所属機 

関が受入れた日（見込み） 
 令和  年  月  日 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 ※委託元となる特定技能所属機関から航空分野特定技能協議会加入届出書により確認を終

えた日以後、本届出を受理いたします。 

 

２．遵守事項 

  協議会への加入にあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。 

  なお、遵守すべき事項を怠った場合は、協議会から退会となる可能性があり、特定技能

外国人の受入れができなくなります。 

  ・ 出入国管理及び難民認定法その他法令を遵守します。 

  ・ 航空分野特定技能協議会規約を遵守します。 

  ・ 特定技能外国人の看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受

入れの自粛要請が決議されたときは、これを尊重します。 

  ・ 他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人の引き抜きの幇助は行いま

せん。 

  ・ 航空分野特定技能協議会に対し、必要な協力を行います。 

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理し、航空分野特定技能協議会の構成員となることを認めます。 

 

 

 

 

 

受付日・受付番号 

 

 

 



第３号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書 兼 資格証明書（特定技能所属機関） 

 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会の構成員である旨の証明を受けたいので、以下のとおり申請いた

します。 

 

申請事項 

特定技能所属機関 

（受入企業）名称 
 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

特定技能外国人が 

従事する業務 
 

特定技能外国人の 

就労場所 
 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 航空分野特定技能協議会の構成員であることを証明します。 

 

 

 

受付日・受付番号 

 

 

 



第４号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書兼 資格証明書（登録支援機関） 

 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会の構成員である旨の証明を受けたいので、以下のとおり申請いた

します。 

 

申請事項 

登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
 

   －       

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 航空分野特定技能協議会の構成員であることを証明します。 

 

 

 

受付日・受付番号 

 

 

 

 



第５号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会構成員 変更届出書（特定技能所属機関） 

 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会の構成員としての情報を変更したいので、以下のとおり届

出いたします。 

 

届出事項（変更後） 

☐ 
特定技能所属機関 

（受入企業）名称 
 

☐ 所在地 
〒 

 

☐ 代表者（役職・氏名）                         

☐ 
特定技能外国人が 

従事する業務 
 

☐ 
特定技能外国人の 

就労場所 
 

☐ 
支援計画の全部の実施を委託 

する場合、登録支援機関名称 
 

☐ 
特定技能外国人の 

国籍･地域及び人数 

（国籍・地域）          （人数）   人 

                        人 

                        人 

☐ 担当者氏名  電話番号  

☐ 担当者電子メール  

↑ 今回変更しようとする事項について、□を■にしてください。。 

 

 



第６号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会構成員 変更届出書（登録支援機関） 

 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会の構成員としての情報を変更したいので、以下のとおり届

出いたします。 

 

届出事項（変更後） 

☐ 
登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
    －       

☐ 所在地 
〒 

 

☐ 代表者（役職・氏名）                         

☐ 
支援計画の全部の実施の委託元 

となる特定技能所属機関名称 
 

☐ 担当者氏名  電話番号  

☐ 担当者電子メール  

↑ 今回変更しようとする事項について、□を■にしてください。 

 

 



第７号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会退会届出書（特定技能所属機関） 

 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

 航空分野特定技能協議会を退会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

届出事項 

特定技能所属機関 

（受入企業）名称 
 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

退会の事由 

該当する項目の□を■にしてください。 

☐ 航空分野に係る特定技能外国人を雇用しなくなったため 

☐  その他（                  ） 

 

 



第８号様式 

 

 

航空分野特定技能協議会退会届出書（登録支援機関） 

 

 

航空分野特定技能協議会 事務局 殿 

令和  年  月  日 

 

航空分野特定技能協議会を退会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

届出事項 

登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
    －       

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                          

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

退会の事由 

該当する項目の□を■にしてください。 

☐ 航空分野に係る特定技能外国人の支援を行わなくなった 

ため 

☐ その他（                  ） 

 

 



外国⼈の⽅の預貯⾦⼝座・送⾦利⽤について
－外国⼈材の受入れに関わる皆様に知っていただきたいこと－

令和３年３⽉ ⾦融庁

金 融 庁
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１．外国人材受入れに関する政府としての取組・・・・・・・・・ P.２
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令和２年度改訂では、新型コロナウイルス感染症への対応を
適切に⾏いつつ､引き続き､外国⼈材を円滑かつ適正に受⼊れ､
受⼊れ環境を更に充実させる観点を盛り込んでいる。

（施策項目）
１ 外国⼈との共⽣社会の実現に向けた意⾒聴取･啓発活動 等

２ 外国⼈材の円滑かつ適正な受⼊れの促進に向けた取組
（特定技能外国⼈のマッチング支援策 等）

３ ⽣活者としての外国⼈に対する支援
（外国⼈の⼝座開設円滑化のための環境整備 等）

４ 新たな在留管理体制の構築
（在留資格⼿続の円滑化・迅速化 等）

■平成30年12月、政府は 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策※」を策定。
※

■平成31年４月から特定技能外国人の受入れを開始。

在留外国人 ： 約288万人(令和２年６月末時点) 就労外国人 ： 約172万人(令和２年10月末時点)

2

外国⼈労働者数推移（各年10⽉末現在の統計） 外国⼈材の受け入れ・共生のための総合的対応策
（令和２年度改訂）の概要（万⼈）

（資料）厚⽣労働省「『外国⼈雇⽤状況』の届出状況まとめ」より⾦融庁作成

１．外国人材受入れに関する政府としての取組

日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生

に関して、目指す方向を示すもの。（令和２年度改訂では、191の施策が盛り込まれた。）

金融庁関連項目
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各種パンフレット 国籍・地域別 在留外国⼈数（令和２年６⽉末）
（総数） 288万5,904人

⾦融機関に対する要請
多⾔語対応の充実や、在留カードによる本⼈確認⼿続きの明確化を求めると共に、銀⾏⼝座開設におけるマネロン・
テロ資⾦供与対策に留意するよう要請。

パンフレットの作成・配布
外国⼈材の受入れ関係者（企業等）向けパンフレットや、外国⼈向けパンフレット（14か国語）を作成し、銀
⾏⼝座や海外送⾦利⽤時の留意点を明記。

周知活動の実施
外国⼈の⽅の⼝座開設等の⾦融サービスの利便性向上が⼀層図られるよう、⾦融機関や外国⼈材受入れ企業等に
対する周知活動を実施。

外国⼈材の
受入れ企業向け

⻑期在留予定の
外国⼈向け（14か国語※）

（出典）法務省ＨＰ

中国, 786830, 
27%

韓国, 435459, 
15%

ベトナム, 
420415, 15%

フィリピン, 
282023, 10%

ブラジル, 
211178, 7%

ネパール, 95367, 
3%

インドネシア, 
66084, 2%

台湾, 59934, 2%

米国, 57214, 2%

タイ, 53344, 2%
その他, 418056, 

15%

２．外国人材受入れに関する金融庁としての取組

※14か国語の内訳は以下の通り。
・日本語(やさしい日本語を含む) ・英語 ・中国語 ・韓国語
・ポルトガル語 ・タイ語 ・フィリピノ語 ・インドネシア語
・スペイン語 ・ネパール語 ・ミャンマー語 ・モンゴル語
・ベトナム語 ・クメール語(カンボジア語)



 受入れ企業の皆様には、外国人の方の利便性向上に向けて、

金融機関とも御協力いただき、以下の取組をお願いいたします（詳細は次頁以降）。
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３-１. 口座開設時
－ 円滑な⼝座開設のための支援
－ ⼝座開設に必要なものの案内 等

３-２. 日常生活
－ 給与⼝座の設定、公共料⾦の⾃動引落等の案内
－ ⺟国への送⾦に係る⾦融サービスの案内
－ ⾦融機関における各種⼿続き（住所変更等）の案内 等

３-３. 帰国時
－ ⼝座解約の働きかけ 等

３-４. 犯罪防止
－ ⾦融に関係する犯罪についての注意喚起

Hello
こんにちは

３．受入れ企業の皆様へのお願い



5（資料）出⼊国在留管理庁「特定技能外国⼈受⼊れに関する運⽤要領」「１号特定技能外国⼈支援に関する運⽤要領」より⾦融庁作成

受入れ企業の皆様は、

特定技能１号の資格で受け入れた外国人の方（以下、「１号特定技能外国人」）のために、以下を実施することが求められています。

▶ 職業生活上、日常生活上又は社会生活上に係る支援計画（以下、「１号特定技能外国人支援計画」）の作成

▶ 当該計画に基づく支援の実施

（根拠条文 ： 出入国管理及び難民認定法 第２条の５第６項及び第19条の22第１項）

なお、１号特定技能外国人支援計画には、

銀行等の口座開設に係る支援について記載しなければなりません。

（根拠条文 ： 特定技能基準省令第３条第１項第１号ハ）

【根拠条文（抜粋）】

出入国管理及び難民認定法
第２条の５
６ 別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるとこ

ろにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、
日常生活上又は社会生活上の支援（次項及び第４章第１節第２款において「１号特定技能外国人支援」という。）の実施に関する計画（第８項、第７条第１項第２号及び同
款において「１号特定技能外国人支援計画」という。）を作成しなければならない。

第19条の22 特定技能所属機関は、適合１号特定技能外国人支援計画に基づき、１号特定技能外国人支援を行わなければならない。

特定技能基準省令
第３条 法第２条の５第６項の１号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほ
か、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

受入れ企業の皆様へのお願いの根拠（法律）

・ いつ ・ 誰が ・ どのように

支援するかを様式に記入するものです。



したがって、受入れ企業の皆様におかれましては、外国人の方の置かれている状況に応じて

■ 口座開設手続きへの同伴

■ 口座開設手続きのサポート

■ 金融機関との会話のサポート（通訳等）

■ 勤務の証明 等

を行っていただきますようお願いします。
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３-１．口座開設時（円滑な口座開設のための支援）

入国したばかりで日本に不慣れな外国人の方

口座開設において、主に言語や口座開設上必要不可欠な手続きの複雑さ

が課題となっている場合があります。
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金融機関が確認する事項の例（口座開設者が個人の場合）

▶ 氏名 ▶ 住所 ▶ 生年月日

▶ 国籍 ▶ 職業 ▶ 取引目的

３-１．口座開設時（金融機関の確認事項・口座開設に必要なもの）

したがって、⾦融機関での⼝座開設にあたっては、以下のものが必要になります。
予め準備するよう、外国⼈の⽅へお知らせください。

なお、必要となる証明書等は、⾦融機関によって異なる場合があります。

■印鑑・サイン
⼝座開設の申込書に押印いただく必要が
ある場合があります（サインによる代替
が可能な⾦融機関もあります）。

■本⼈確認書類
⽒名、住所(⽇本の住所)、生年⽉⽇が記
載された写真付きの本⼈確認書類が（場
合によっては複数）必要となります。

在留カード
Residence card 社 員 証

▶ （日本国籍を持っていない場合のみ）在留資格・在留期間（満了日）

▶ 経済制裁対象国等との取引・資産の有無 等

■ ⾦融機関は、⾃らが取り扱う商品・サービスが、マネロンやテロ資⾦供与に利⽤されないように、
国際社会の要請や関係法令の趣旨に従う必要があります。

■ その対応として、⼝座開設時及び開設後も必要に応じて、以下のような事項を確認しています。
（確認が取れない場合、⼝座が開設できなかったり、開設後の⼝座が使⽤できなくなることがありますので、
⾦融機関から確認を求められた場合は、ご協⼒いただく必要があることを外国⼈の⽅にご説明ください。）

（例）在留カード※
パスポート

印鑑を利⽤する場合、
作成⽅法についても
ご説明ください。 (⾦融機関が、勤務先

へ電話等により勤務
実態の確認をする場
合があります。)

■社員証等
社員証等の勤務実態が確認できる書類を
お持ちください。
外国⼈の⽅が上記書類を所持していない
場合は、⼿続きの場に同伴し、勤務の証
明をお願いします。

※在留資格・在留期間
を確認する観点から、
在留カードの提⽰が必
須となっている⾦融機
関もあります。
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３-２．日常生活（給与口座、公共料金の自動引落等の設定、母国への送金）

■ 自動引落の案内

以下については、口座からの自動引落が便利であること

を伝えてください。

✓ 電気、ガス、水道などの各種公共料金

✓ 電話、インターネットなどの通信料金

必要に応じて、書類記入やインターネット申込みなどの

手続きのサポートを行っていただくようお願いします。

■ 資金移動業者※

一部の国・地域に送金可能

（海外送金に対応しているかどうかは、各資金移動業者にお問い合わせください。）

※ 資金移動業者とは

銀行等以外の者で、為替取引を業として営む者を指します。

資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律」に基づき、事前に金融庁の登録を受けなければなりません。

登録を受けずに送金を行う業者は「違法」ですので、絶対に利用しないように伝えてください。

登録業者の一覧は金融庁のHPに掲載していますのでご確認ください。

金融庁HP（資金移動業者一覧） https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

＄￥

■ 給与口座の設定

外国⼈の⽅の利便性や給与⽀払いの透明性を確保する
ため速やかに⼝座振込の⼿続きを⾏ってください。

外国人の方に、母国へ送金したいといったニーズがある場合は、
銀行や資金移動業者による送金サービスについて、ご案内をお願いします。

なお、送金の目的や原資などをお伺いし、
銀行や資金移動業者の判断で送金サービスの受付をお断りすることがあります。

■ 銀行

ほとんどの国・地域へ送金可能

¥

多くの受⼊れ企業
⇒ 給与支払いは⼝座振込

令和３年６月までに改正法施行予定
（改正点：高額送金を取扱可能な新しい類型（認可制）を創設 等）

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf


３-２．日常生活（金融機関における住所変更等の手続き）

外国人の方が以下のようなケースに該当する場合は、
⾦融機関での⼿続きが必要であることを伝えてください。

また、外国人の方の置かれている状況に応じて、
受⼊れ企業の皆様におかれても、⾦融機関に御連絡いただく等の対応をお願いします。
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■ 住所や在留資格、在留期間が変わったとき

■ 退職をしたとき

■ 通帳やキャッシュカードをなくしたとき

■ 外国⼈の⽅と連絡が取れなくなったとき 等

・－－－－
・－－－－
・－－－－



＜外国人の方＞

３-３．帰国時（口座解約等）

＜受⼊れ企業の皆様＞
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⇒ 犯罪⾏為であるとの認識が薄いまま、⼩遣い稼ぎ等を⽬的として⼝座を売却する事例が多発しています。

外国人の方が在留期間が終わるなどの理由で帰国することとなったとき

売却された口座は、振り込め詐欺等の犯罪収益の受渡しに使用される
ことがあります。そういった⾏為に関わると、法令による処罰や、国外退去
処分・⼊国禁止となる場合があります。

したがって、外国⼈の⽅・受入れ企業の皆様におかれては、
以下に留意のうえ、御対応をお願いします。

左記の場合、状況に応じて外国人の方に対し、

■ ⼝座解約の働きかけ（⾦融犯罪に係る注意喚起を含む）
■ ⾦融機関と相談するよう助⾔
■ ⾦融機関への連絡、⼝座解約⼿続きへの同席

などをお願いいたします。

帰国することとなったときは、

■ 原則︓⾦融機関の窓口に⾏き、
⼝座を解約する必要があります。

例外的な事情（再⼊国の予定があり、引き続き⼝座利
⽤が⾒込まれる場合など）がある場合は、⾦融機関と
相談する必要があります。



３-４．犯罪防止（金融に関係する犯罪についての注意喚起）
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地下銀⾏・ヤミ⾦融
地下銀⾏︓免許を持たずに銀⾏業を⾏うことや登録を受けずに資⾦移動業を⾏うこと
ヤミ⾦融 ︓登録を受けずに貸⾦業を⾏うこと

マネー・ローンダリング
マネー・ローンダリング︓犯罪による収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、

捜査機関による収益の発⾒や検挙を逃れようとする⾏為のこと

⼝座の売買・譲渡
口座を他人に使わせること（通帳やキャッシュカードを売却・譲渡・貸与することも含む）

偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードの使⽤

【注意】⼝座売買等に関する情報は、⾦融庁・財務局または警察までご連絡ください。
⾦融庁・財務局の職員や銀⾏員等がキャッシュカードのカード番号や暗証番号を聞くことは絶対にありません。
外国⼈の⽅が騙されないように注意喚起をお願いします。

以下の行為は 「犯罪」 です。

受け入れた外国人の方が絶対に関わらないよう、注意喚起してください。



■⾦融庁（受付時間︓平⽇ 午前10時〜午後５時）

⾦融サービス利用者相談室
0570-016811（IP電話からは 03-5251-6811）
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【80社 2021年1月31日現在】

⾦融庁・財務局の窓⼝ 資⾦移動業者⼀覧

「外国⼈の受⼊れ・共⽣に関する⾦融関連施策について」はこちら
（⾦融庁HP） https://www.fsa.go.jp/news/30/20190411/20190411.html

トラベレックスジャパン株式会社 株式会社Ｎ＆Ｐ ＪＡＰＡＮ JALペイメント・ポート株式会社

株式会社ウニードス メトロレミッタンスジャパン株式会社 ホワイトカード株式会社

ジャパンマネーエクスプレス株式会社 Credorax Japan株式会社 株式会社エムティーアイ

トランスリミッタンス株式会社 LINE Pay株式会社 株式会社キュリカ

ＳＢＩレミット株式会社 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 楽天Edy株式会社

Queen Bee Capital株式会社 株式会社海外送金ドットコム PayPay株式会社

Speed Money Transfer Japan株式会社 ウエスタンユニオンジャパン株式会社 アギナルド・ジャパン株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ トランスファーワイズ・ジャパン株式会社 ASIA PAY株式会社

株式会社クレディセゾン ＢＤＯレミットジャパン株式会社 ウェルスナビ株式会社

ＮＴＴスマートトレード株式会社 ＧＭＯイプシロン株式会社 株式会社SBI証券

ブラステル株式会社 株式会社デジタルワレット NIUM Japan株式会社

ＳＢペイメントサービス株式会社 ぺイオニア・ジャパン株式会社 株式会社イェーヘイ・ジャパン

株式会社シースクェア WorldRemit Ltd. 株式会社OTEL INTERNATIONAL

株式会社Ｉ－ＲＥＭＩＴ ＪＡＰＡＮ FSR Holdings株式会社 株式会社アンナフィユ

日本ゲームカード株式会社 ワールドファミリー株式会社 株式会社JPY
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北海道財務局 011-709-2311
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沖縄総合事務局 098-866-0031
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新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①（外国人への支援）

［生活維持に係る支援］

［就労に係る支援］

住居確保給付金の対象範囲の拡大

電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払猶予等の要請

実習が継続困難となった技能実習生等に対する就労の維持
○解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング
○在留資格「特定活動（就労可）」の付与、人手不足分野の異業種への転職や特定技能への円滑な移行支援
○対象者：感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、技能実習を修了し、帰国が困難な元技能実習生等

○１年間、徴収・納付猶予（分割納付）できる制度（状況に応じて更に猶予が延長できる場合がある。）
延滞税が軽減され、担保の提供が不要となる場合がある（国税については原則不要。地方税については都道府県、市町村の窓口にお
問い合わせください。）。

○対象者：新型コロナウイルス感染症等により、一時に納税することが困難な者（中長期在留者等の外国人を含む。）

高等教育修学支援

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払いに困難な事情がある契約者につき、その置かれた状況に
配慮し、料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請

○ＮＨＫ受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
○対象者：電気・ガス・電話・水道・ＮＨＫ受信契約の契約者（中長期在留者等の外国人を含む。）

【緊急小口資金】
○緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小口の貸付（貸付上限額：20万円以内）
○対象：休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯（中長期在留者等の外国人の世帯

員がいる世帯を含む。）
【総合支援資金】
○生活の立て直しが必要な場合に継続して支援 （２人以上世帯20万円以内。原則３か月以内）
○対象：低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯（中長期在留者等の

外国人の世帯員がいる世帯を含む。）

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の減免等
○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料（税）等の減免を行った市町村等への支援
○対象者：国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者（中長期在留者等の外国人を含む。）

個人向け緊急小口資金等の特例貸付

雇用調整助成金の特例措置の拡大
○アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ（上限額は15,000円、助成率は中小企業最大100％）
○対象：感染症の影響を受ける事業主（中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。）

○家計が急変した学生等に対する授業料減免や給付型・貸与型奨学金を通じた支援
○対象者：授業料等の支払いが困難である学生（外国人のうち、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

のうち永住する意思があると認められた者を含む。外国人留学生については、別途奨学金制度を通じて支援）

○離職等や自己の責に帰さない理由等による就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った者又はそのおそれがある者に対し、
所要の求職活動等を条件に住居確保給付金を支給

○対象者：離職・廃業後２年以内又は休業等により、収入が減少し、離職等と同程度の状況にある者で、給付要件を満たす者（中長期
在留者等の外国人を含む。）

令和３年２月２日現在

［在留関係諸申請に係る取扱い］
在留資格認定証明書の有効期間等の延長
【在留資格認定証明書の有効期間の延長】
○在留資格認定証明書の有効期間について、以下のとおり取り扱う（令和３年１月２１日変更）
・作成日が２０１９年１０月１日から１２月３１日まで → ２０２１年４月３０日まで
・作成日が２０２０年１月１日から２０２１年１月３０日まで → ２０２１年７月３１日まで
・作成日が２０２１年１月３１日以降 → 作成日から「６か月間」有効

【再入国許可による出国中に再入国許可の有効期間の満了日が経過した永住者への対応】
○入国制限措置が解除された後、再度日本に入国する際、入国時に「永住者」の在留資格を付与

国民年金保険料の免除
○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民年金保険料の免除
○対象者：国民年金の被保険者（中長期在留者等の外国人を含む。）

帰国困難者等への対応
○感染症の影響による帰国困難者等につき、在留・就労等の継続を可能とする許可（短期滞在者等への資格外活動許可を含む。）

公営住宅等の入居者等への柔軟な対応
○公営住宅について、事業主体に対し、既入居者に対する家賃支払いの猶予、家賃減免等の負担軽減措置や、入居希望者に対する保証
人の免除など、入居要件の弾力的取扱いなどの柔軟な対応を要請

○ＵＲ賃貸住宅について、生活困窮者に対する行政窓口の紹介や、滞納家賃の分割支払いの協議など、柔軟な対応を実施
○対象者：公営住宅・ＵＲ賃貸住宅の入居者・入居希望者（中長期在留者等の外国人を含む。）

〇令和２年５月～12月において、いずれか１か月の売上高が前年同月比で50％以上減少又は連続する３か月の売上高が前年同期比で
30％以上減少している事業者に対し、事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金を支給（法
人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を支給）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）に該当する事業者

雇用保険の求職者給付
○失業された方が、安定した生活を送りつつ、１日も早く再就職出来るよう求職活動を支援
○対象者：雇用保険の被保険者であって、受給要件を満たす者（中長期在留者等の外国人を含む。）

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
○新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労
働者に対して支給

○休業前賃金の80％（月額上限33万円、休業実績に応じて支給）
○対象者：新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期

間中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなかった労働者（雇用保険の被保険者でない方も対象であり、中長期
在留者等の外国人を含む。）

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
○新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じているこ
とを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援。児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等に対し、１
世帯５万円、第２子以降ひとりにつき３万円を支給（基本給付）。さらに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した世帯に対し、追加で５万円を支給（追加給付）。

○対象者：【児童扶養手当受給世帯等への給付（基本給付）】
①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている者（中長期在留者等の外国人を含む。）
②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者（中長期在留者等の外国人を含む。）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
（中長期在留者等の外国人を含む。）

【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付（追加給付）】
上記①、②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの
申し出があった者（中長期在留者等の外国人を含む。）
※さらに、上記①～③に該当し、基本給付の支給を受けた者は基本給付の再支給を実施している。
（※令和２年12月11日時点では基本給付の申請を行っていない者についても、基本給付（再支給分）を併せて申請すること
により支給。）

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
○小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった委託を受けて個人で仕事をする保護者に
仕事ができなかった日について、１日当たり4,100円（定額）支給（※令和２年４月１日以降の日については7,500円（定額）支給）

○対象：次の①又は②の子供の世話を行うことが必要となった、委託を受けて個人で仕事をする保護者
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休むことが適当と認められる子供

［事業継続に係る支援］
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
○地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援

○売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給
（法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）

家賃支援給付金

国税・地方税徴収の猶予制度

持続化給付金

生活保護
○現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要
な保護を実施

○対象者：資産、能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方（外国人のうち、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない者
（永住者、定住者、日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等の在留資格を有する者、特別永住者、入管法上の認定難民等）に限る。）

［更新］

［更新］

［更新］
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［雇用維持・事業継続に係る支援］

［税制措置、支払猶予等］

［資金繰りに係る支援］

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
○地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援

国税・地方税徴収、厚生年金保険料等の納付の猶予制度
〇１年間、徴収・納付猶予（分割納付）できる制度（状況に応じて更に猶予が延長できる場合がある。）。
延滞税（金）が軽減され、担保の提供が不要となる場合がある（国税、厚生年金保険料等については原則不要。地方税については都
道府県、市町村の窓口にお問い合わせください。）。

○対象者：新型コロナウイルス感染症等により、一時に納税、納付することが困難な者（外国人を雇用する企業を含む。）

持続化給付金

電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払猶予等の要請

○指定金融機関である日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫が、日本政策金融公庫によるツーステップローンを通じて危機対応業務
等を実施

○対象：中堅企業、大企業（外国人を雇用する企業を含む。）

雇用調整助成金の特例措置の拡大

【政府系金融機関等による実質無利子・無担保融資】
○感染症の影響を受けて業況が悪化した中小企業・小規模事業者等に対し、日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス特別貸付、
商工組合中央金庫による危機対応融資を実施。これらを利用した事業者のうち、特に売上高が急減した事業者は、当初３年間実質無
利子・無担保の対象となる。

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を
含む。）

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払いに困難な事情がある契約者につき、その置かれた状況に
配慮し、料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請

○ＮＨＫ受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
○対象者：電気・ガス・電話・水道・ＮＨＫ受信契約の契約者（外国人を雇用する企業を含む。 ）

○売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給
（法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等
の外国人を含む。）

○アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ（上限額は15,000円、助成率は中小企業最大100％）
○対象：感染症の影響を受ける事業主（中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。）

新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策②（受入れ機関への支援）
令和３年２月２日現在

家賃支援給付金
○令和２年５月～12月において、いずれか１か月の売上高が前年同月比で50％以上減少又は連続する３か月の売上高が前年同期比で
30％以上減少している事業者に対し、事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金を支給（法
人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を支給）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等
の外国人を含む。）に該当する事業者

○キャッシュフローが不足するスタートアップ企業や一時的に財務状況が悪化した企業再建に取り組む持続可能な企業に対して、日本
政策金融公庫及び商工組合中央金庫等において、長期間元本返済がなく、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後
ローンを供給

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を
含む。）

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
○新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方などについて、健康保険・厚生年金保険
料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）によらず、特例により翌月から改定可能

○対象者：次の①～③のいずれかに該当する方が対象（被保険者資格を有する外国人を含む。）
①令和２年４月から７月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
（※次の全てに該当する方が対象）
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む。）があったことにより、令和２年４月から７月までの
間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額（１か月分）が、既に設定されている標準報酬月額に比べて２等級以
上下がった方

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
②令和２年８月から令和３年３月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
（※次の全てに該当する方が対象）
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む。）があったことにより、令和２年８月から令和３年３
月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額（１か月分）が、既に設定されている標準報酬月額に比べて２等級以
上下がった方

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
③令和２年４月又は５月に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例
（※次の全てに該当する方が対象）
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む。）があったことにより、令和２年４月又は５月に報酬
が著しく低下し、５月又は６月に特例改定を受けた方

・令和２年８月に支払われた報酬の総額（１か月分）が、９月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて２等級以上
低い方

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
○小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者に有給休暇を取得させた事業主に対して、支
払った賃金額の10/10を助成
※助成金の日額上限は8,330円（令和２年４月１日以降に取得した休暇は日額上限を15,000円に引上げ）

○対象：次の①又は②の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有
給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休むことが適当と認められる子供

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例））
○介護のための有給の休暇制度を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計５日以上労働者に取
得させた中小企業事業主に対して助成
労働者１人当たり
取得した休暇日数が合計５日以上10日未満 20万円
取得した休暇日数が合計10日以上 35万円
※１中小企業事業主当たり５人まで支給

○対象：新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両
立支援制度の内容を社内に周知し、労働者に当該休暇を取得させた中小企業事業主
※所定労働日の20日以上取得できる制度であることが必要
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導を受け休業せざるを得ない妊娠中の女性労働者が取得で
きる有給の休暇制度を整備し、５日以上取得させた事業主に対して助成

○対象：事業主（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導を受け休業せざるを得ない妊娠中の女性
労働者に、有給（年次有給休暇で支払われる賃金相当額の６割以上）の休暇制度（年次有給休暇を除く）を整備し、社内に周
知し、当該休暇を５日以上取得させた場合）

【民間金融機関による実質無利子・無担保・保証料減免融資】
○感染症の影響を受けて業況が悪化した中小企業・小規模事業者等のうち、都道府県等による制度融資においてセーフティネット保証
４号・５号、危機関連保証のいずれかを活用した事業者に対し、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大５年・保証料減
免の融資を実施。融資額6,000万円を上限に、保証料を全期間１／２又はゼロ、金利 を当初３年間ゼロとする。

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を
含む。）

資本性資金供給

中堅・大企業の資金繰り支援

実質無利子・無担保融資
［更新］

［更新］

［更新］

［更新］
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新
あたら

しいコロナウイルスの病気
びょうき

の影 響
えいきょう

で仕事
し ご と

や生活
せいかつ

の 状 況
じょうきょう

が変
か

わってしま
い，困

こま
っている人

ひと
を助

たす
ける仕組

し く
みを紹 介

しょうかい
します。 

 
[生活

せいかつ
を助

たす
ける] 

低所得
ていしょとく

のひとり親
おや

世帯
せ た い

への臨時
り ん じ

特別
とくべつ

給付
きゅうふ

金
きん

 ［ 新
あたら

しくなりました］ 
○ 収 入

しゅうにゅう
が少

すく
ないひとり親

おや
＜＝離婚

り こ ん
などが理由

り ゆ う
で，1 人

ひ と り
で 18歳

さい
までの子

こ
ども

を育
そだ

てている人
ひと

＞を助
たす

けます。 
○ もらうことができる人

ひと
と，もらうことができるお金

かね
: 

（1）次
つぎ

の３つのうち，１つでも当
あ

てはまる人
ひと

がお金
かね

をもらうことができます。 
①2020年

ねん
６月分

がつぶん
の児童

じ ど う
扶養
ふ よ う

手当
て あ て

＜＝離婚
り こ ん

などが理由
り ゆ う

で，１人
ひ と り

で 18歳
さい

ま 
での子

こ
どもを育

そだ
てている人

ひと
や，障 害

しょうがい
があって 20歳

さい
になっていない子

こ
 

どもを育
そだ

てている人
ひと

がもらうことができるお金
かね

＞をもらっている人
ひと

 
②年金

ねんきん
をもらっていることなどのために，児童

じ ど う
扶養
ふ よ う

手当
て あ て

をもらっていな 
い人

ひと
 

③ 新
あたら

しいコロナウイルスの病気
びょうき

の影 響
えいきょう

で，児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

をもらってい 
    る人

ひと
と同

おな
じくらいの 収 入

しゅうにゅう
になった人

ひと
 

   もらうことができるお金
かね

は，次
つぎ

のとおりです。 
・18歳

さい
までの子

こ
どもが１人

ひ と り
いる人

ひと
は，10万円

まんえん
 

・18歳
さい

までの子
こ

どもが２人
ふ た り

以上
いじょう

いる人
ひと

は，10万円
まんえん

に，２人
ふ た り

目
め

から１人
ひ と り

あ 
たり６万円

まんえん
を足

た
したお金

かね
 

※上
うえ

に書
か

いてあるお金
かね

は再支給分
さいしきゅうぶん

を足
た

したものです。 
（2）上

うえ
に書

か
いてある①か②に当

あ
てはまる人

ひと
で， 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
 

の影 響
えいきょう

でとても 収 入
しゅうにゅう

が少
すく

なくなったことを役所
やくしょ

に伝
つた

えた人
ひと

は，（1）で 
もらうことができるお金

かね
に５万円

まんえん
を足

た
したお金

かね
をもらうことができます。 

 
 詳

くわ
しいことはコールセンターへ電話

で ん わ
してください。 

コールセンター:0120－400－903 
（午前

ご ぜ ん
９時

じ
から午後

ご ご
６時

じ
まで（土

ど
曜日
よ う び

，日
にち

曜日
よ う び

，祝 日
しゅくじつ

は電話
で ん わ

 
できません。）） 

 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html 

参考資料２
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高等
こうとう

教 育
きょういく

修 学
しゅうがく

支援
し え ん

 
○ 学校

がっこう
に払

はら
うお金

かね
（授 業 料

じゅぎょうりょう
など）に困

こま
った学生

がくせい
を助

たす
けます。授 業 料

じゅぎょうりょう
が安

やす
く

なったり，奨 学 金
しょうがくきん

をもらったり，借
か

りたりすることができます。 
○ もらったり，借

か
りたりすることができる人

ひと
: 

学校
がっこう

に払
はら

うお金
かね

に困
こま

っている人
ひと

で， 
・在留資格

ざいりゅうしかく
が「特別

とくべつ
永 住 者
えいじゅうしゃ

」，「永 住 者
えいじゅうしゃ

」，「日本人
に ほ ん じ ん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

」，「永 住 者
えいじゅうしゃ

 
の配偶者

はいぐうしゃ
等
とう

」の人
ひと

 
・「定 住 者

ていじゅうしゃ
」の人

ひと
でずっと日本

に ほ ん
に住

す
みたいと思

おも
っている人

ひと
 

※これ以外
い が い

の在留資格
ざいりゅうしかく

の留 学 生
りゅうがくせい

には，奨 学 金
しょうがくきん

制度
せ い ど

を通
つう

じて生活
せいかつ

を助
たす

ける仕組
し く

 
みがあります。 

○ 申
もう

し込
こ

み方
かた

:奨 学 金
しょうがくきん

相談
そうだん

センターや学校
がっこう

に相談
そうだん

してください。 
 
（文部

も ん ぶ
科学省
かがくしょう

ホームページ） 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm 
 
国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

・後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

の保険料
ほけんりょう

 
○ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で生活

せいかつ
の 状 況

じょうきょう
が変

か
わって 収 入

しゅうにゅう
が

少
すく

なくなった人
ひと

は，国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

・後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

の保険料
ほけんりょう

を払
はら

う
ことを遅

おそ
くしたり，払

はら
うお金

かね
を安

やす
くできる場合

ば あ い
があります。 

○ 申
もう

し込
こ

み方
かた

:住
す

んでいる町
まち

の役所
やくしょ

に相談
そうだん

してください。 
 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf#page=13 

 
国民
こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

 
○ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で生活

せいかつ
の 状 況

じょうきょう
が変

か
わってしまって，

収 入
しゅうにゅう

が少
すく

なくなった人
ひと

は，国民
こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

を払
はら

わなくていいです。 
○ 申

もう
し込

こ
み方

かた
:住

す
んでいる町

まち
の役所

やくしょ
に相談

そうだん
してください。 

 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11308.html 
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電気
で ん き

・ガス・電話
で ん わ

・水道
すいどう

料 金
りょうきん

，ＮＨＫ受 信 料
じゅしんりょう

 
○ 国

くに
は，電気

で ん き
・ガス・電話

で ん わ
・水道

すいどう
の会社

かいしゃ
やＮＨＫ（テレビ 局

きょく
）にお金

かね
をもら

うのを待
ま

つなどして，困
こま

っている人
ひと

を助
たす

けるようにお願
ねが

いしています。 
○ 申

もう
し込

こ
み方

かた
:お金

かね
を払

はら
っている会社

かいしゃ
に相談

そうだん
してください。 

 
電気
で ん き

・ガス（資源
し げ ん

エネルギー 庁
ちょう

ホームページ） 
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/ 

電話
で ん わ

（総務省
そうむしょう

ホームページ） 
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/ict.html#telephone 

水道
すいどう

（出 入 国
しゅつにゅうこく

在 留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

ホームページ） 
http://www.moj.go.jp/isa/content/001320132.pdf 

ＮＨＫ受 信 料
じゅしんりょう

（ＮＨＫホームページ） 
【日本語

に ほ ん ご
】https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html 

【英語
え い ご

】https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/multilingual/english/index.html 

 
個人向
こ じ ん む

け緊
きん

急小口
きゅうこぐち

資金
し き ん

等
とう

 
【緊 急

きんきゅう
小口
こ ぐ ち

資金
し き ん

】 
○ 生活費

せ い か つ ひ
＜＝生活

せいかつ
するためのお金

かね
＞がなくて，すぐにお金

かね
が必要

ひつよう
な人

ひと
に，しば

らくの 間
あいだ

，少
すこ

しお金
かね

を貸
か

します。 
○ 借

か
りることができる人

ひと
: 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で仕事

し ご と
が休

やす

みになり， 収 入
しゅうにゅう

が少
すく

なくなった世帯
せ た い

＜＝同
おな

じ家
いえ

で生活
せいかつ

のためのお金
かね

を一緒
いっしょ

に使
つか

っている家族
か ぞ く

＞。 
※ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で 収 入

しゅうにゅう
が少

すく
なくなったときは，仕事

し ご と
 

を続
つづ

けている人
ひと

も借
か

りることができます。 
○ 借

か
りることができるお金

かね
は， 

・子
こ

どもの学校
がっこう

などが休
やす

みになった人
ひと

，個人
こ じ ん

事業
じぎょう

主
ぬし

＜＝個人
こ じ ん

で仕事
し ご と

をしている 
人
ひと

＞等
など

は，20万
まん

円
えん

まで，  
・その他

ほか
の人

ひと
は，10万

まん
円
えん

まで 
です。 
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※利子
り し

は０（ゼロ）です。保証人
ほしょうにん

＜＝あなたがお金
かね

を返
かえ

すことができないとき
に，代

か
わりに返

かえ
すと約束

やくそく
する人

ひと
＞はいりません。 

○ ２年
ねん

以内
い な い

に返
かえ

してください（借
か

りてからお金
かね

を返
かえ

し始
はじ

めるのは１年後
ね ん ご

でい
いです。）。 
※お金

かね
を返

かえ
すとき，まだ 収 入

しゅうにゅう
が減

へ
ったままの「住 民 税

じゅうみんぜい
非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

」＜＝
収 入

しゅうにゅう
が少

すく
なくて住 民 税

じゅうみんぜい
が０（ゼロ）になる世帯

せ た い
＞の人

ひと
は，お金

かね
を返

かえ
さな

くてもいいです。 
○ 申

もう
し込

こ
み方

かた
:申込

もうしこ
みは、住

す
んでいる市区

し く
町

ちょう
村
そん

の社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

からできま
す。 
※郵便

ゆうびん
で申

もう
し込

こ
むこともできます。 

 
 詳

くわ
しいことはコールセンターへ電話

で ん わ
してください。 

コールセンター:0120－46－1999（毎日
まいにち

午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

９時
じ

まで） 
 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
【日本語

に ほ ん ご
】https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html 

【英語
え い ご

】https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/en/index.html 

 
【総合

そうごう
支援
し え ん

資金
し き ん

】 
○ 生活

せいかつ
ができるようになるまで，生活

せいかつ
に必要

ひつよう
なお金

かね
を貸

か
します。 

○ 借
か

りることができる人
ひと

:新
あたら

しいコロナウイルスの病気
びょうき

の影 響
えいきょう

で，収 入
しゅうにゅう

が
少
すく

なくなったり，仕事
し ご と

がなくなったりした世帯
せ た い

。 
※ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で 収 入

しゅうにゅう
が少

すく
なくなったときは，仕事

し ご と

を続
つづ

けている人
ひと

も借
か

りることができます。 
○ 借

か
りることができるお金

かね
は， 

・２人
ふ た り

以上
いじょう

の世帯
せ た い

は，月
つき

20万
まん

円
えん

まで， 
 ・１人

ひ と り
の世帯

せ た い
は，月

つき
15万

まん
円
えん

まで 
 です。 

※利子
り し

は０（ゼロ）です。保証人
ほしょうにん

＜＝あなたがお金
かね

を返
かえ

すことができないとき
に，代

か
わりに返

かえ
すと約束

やくそく
する人

ひと
＞はいりません。 

○ 借
か

りることができる期間
き か ん

は，原則
げんそく

＜＝特別
とくべつ

なことがない場合
ば あ い

＞３か月
げつ

まで
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です。 
○ 10年

ねん
以内
い な い

に返
かえ

してください（借
か

りてからお金
かね

を返
かえ

し始
はじ

めるのは１年後
ね ん ご

でい 
いです。）。 
※お金

かね
を返

かえ
すとき，まだ 収 入

しゅうにゅう
が減

へ
ったままの「住 民 税

じゅうみんぜい
非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

」＜＝
収 入

しゅうにゅう
が少

すく
なくて住 民 税

じゅうみんぜい
が０（ゼロ）になる世帯

せ た い
＞の人

ひと
は，お金

かね
を返

かえ
さな

くてもいいです。 
※はじめに「緊 急

きんきゅう
小口
こ ぐ ち

資金
し き ん

」を借
か

りたあと，まだ 収 入
しゅうにゅう

が減
へ

ったままのとき，
さらに「総合

そうごう
支援
し え ん

資金
し き ん

」を借
か

りることができます。 
○ 申

もう
し込

こ
み方

かた
:申込

もうしこ
みは、住

す
んでいる市区

し く
町

ちょう
村
そん

の社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

からできま
す。 
※郵便

ゆうびん
で申

もう
し込

こ
むこともできます。 

詳
くわ

しいことはコールセンターへ電話
で ん わ

してください。 
 コールセンター:0120－46－1999（毎日

まいにち
午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

９時
じ

まで） 
 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
【日本語

に ほ ん ご
】https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html 

【英語
え い ご

】https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/en/index.html 

 
住 居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

の対 象
たいしょう

範囲
は ん い

の拡大
かくだい

 
○ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で困

こま
っている人

ひと
は，しばらくの 間

あいだ
，

家賃
や ち ん

をもらうことができます。 
○ もらうことができる人

ひと
:・２年

ねん
以内
い な い

に，仕事
し ご と

をやめて，収 入
しゅうにゅう

が減
へ

った人
ひと

。 
・仕事

し ご と
をやめて，収 入

しゅうにゅう
が減

へ
った人

ひと
と同

おな
じ様子

よ う す
の人

ひと
。 

○ もらうことができるお金
かね

は， 
（東京都

とうきょうと
特別
とくべつ

区
く

の人
ひと

のとき） 
１人
ひ と り

の世帯
せ た い

:53,700円
えん

，２人
ふ た り

の世帯
せ た い

:64,000円
えん

，３人
にん

の世帯
せ た い

:69,800円
えん

 
です。 

○ もらうことができる期間
き か ん

は，３か月間
げつかん

です。 
※仕事

し ご と
を探

さが
すことをまじめにしている人

ひと
は，さらに３か月

げつ
⾧
なが

くすることができ
ます（９か月

げつ
まで⾧

なが
くすることができます。）。 

○ 申
もう

し込
こ

み方
かた

:住
す

んでいる市町村
しちょうそん

の自立
じ り つ

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

に相談
そうだん

してください。 
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コールセンター:0120－23－5572（毎日

まいにち
午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

９時
じ

まで） 
 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
【日本語

に ほ ん ご
】https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html 

【英語
え い ご

】https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/en/index.html 
 
公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

等
とう

の 入
にゅう

居者
きょしゃ

等
とう

への対応
たいおう

 
【公営住宅

こうえいじゅうたく
】 

○ 国
くに

は，公営住宅
こうえいじゅうたく

を貸
か

している町
まち

に 
・公営住宅

こうえいじゅうたく
の家賃

や ち ん
が払

はら
えなくなって困

こま
っている人

ひと
に対

たい
して，家賃

や ち ん
の支

し
払
はら

いを
遅
おそ

くしたり，家賃
や ち ん

を安
やす

くしたりすること 
・ 新

あたら
しく公営住宅

こうえいじゅうたく
を借

か
りたい人

ひと
が，簡単

かんたん
に公営住宅

こうえいじゅうたく
を借

か
りることができる

ようにすること 
などをお願

ねが
いしています。 

○ 問
と

い合
あ

わせ先
さき

:詳
くわ

しいことは，住
す

んでいる町
まち

の役所
やくしょ

に相談
そうだん

してください。 
 
【UR賃貸

ちんたい
住 宅
じゅうたく

】 
○ 家賃

や ち ん
が払

はら
えずに困

こま
っている人

ひと
を助

たす
ける仕

し
組
く

みを教
おし

えてくれます。また，家賃
や ち ん

を払
はら

う回数
かいすう

を多
おお

くして少
すこ

しずつ払
はら

う仕組
し く

み（分割
ぶんかつ

支払
し は ら

い）を使
つか

うことなどを
相談
そうだん

することができます。 
○ 問

と
い合

あ
わせ先

さき
:詳

くわ
しいことは，住

す
んでいる町

まち
の UR都市

と し
機構
き こ う

のお店
みせ

（住
す

まい
センターなど）に相談

そうだん
してください。 

 
（UR都市

と し
機構
き こ う

ホームページ） 
https://www.ur-net.go.jp/emg/saigai/2020corona.html 

 
生活
せいかつ

保護
ほ ご

 
○ 最低

さいてい
レベルの生活

せいかつ
を保障

ほしょう
することと自分

じ ぶ ん
で生活

せいかつ
ができるように助

たす
ける制度

せ い ど

です。今
いま

の 収 入
しゅうにゅう

に応
おう

じて，生活
せいかつ

するお金
かね

や，上 限
じょうげん

はありますが，家
いえ

を借
か

り
るためのお金

かね
などをもらうことができます。 



令和
れ い わ

３年
ねん

２月
がつ

２日
にち

現在
げんざい

 

7 

 

○ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

を受
う

けることができる在 留
ざいりゅう

資格
し か く

: 
永 住 者
えいじゅうしゃ

，定 住 者
ていじゅうしゃ

，日本人
に ほ ん じ ん

の配偶者等
はいぐうしゃとう

，永 住 者
えいじゅうしゃ

の配偶者等
はいぐうしゃとう

，特別
とくべつ

永 住 者
えいじゅうしゃ

， 
難民
なんみん

認定
にんてい

された人
ひと

など 
○ 生活

せいかつ
保護
ほ ご

を受
う

けることができる人
ひと

: 
すぐ使

つか
うことができる資産

し さ ん
がないか，仕事

し ご と
ができないなど，生活

せいかつ
するお金

かね
が 

足
た

りない人
ひと

。 
○ 生活

せいかつ
保護
ほ ご

を受
う

けているあいだ，ケースワーカーが１年
ねん

に数回
すうかい

，あなたの家
いえ

に
行
い

きます。ケースワーカーの 話
はなし

を聞
き

いてください。 
○ 申

もう
し込

こ
み方

かた
:住

す
んでいる街

まち
の福祉

ふ く し
事務所
じ む し ょ

に相談
そうだん

してください。 
 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 

 
[会社

かいしゃ
を助

たす
ける] 

持続化
じ ぞ く か

給付
きゅうふ

金
きん

（ビジネスを続
つづ

けるためのお金
かね

） 
○ １年前

ねんまえ
の同

おな
じ月

つき
と比

くら
べて，稼

かせ
ぐお金

かね
が 50％以上

いじょう
減
へ

った小
ちい

さな会社
かいしゃ

は，ビジ
ネスを続

つづ
けることができるように，お金

かね
をもらうことができます。 

○ もらうことができる人
ひと

:小
ちい

さな会社
かいしゃ

・・・多くて 200万
まん

円
えん

 
1 人
ひ と り

でビジネスしている人
ひと

・・・多くて 100万
まん

円
えん

 
 

コールセンター:0120－279－292（午前
ご ぜ ん

８時
じ

30分
ぷん

から午後
ご ご

７時
じ

まで（土曜日
ど よ う び

， 
祝 日
しゅくじつ

は電話
で ん わ

できません。日曜日
に ち よ う び

は電話
で ん わ

できます。）） 
 
（経済

けいざい
産 業 省
さんぎょうしょう

ホームページ） 
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html 

 
家賃
や ち ん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

金
きん

 
○ 2020年

ねん
５月

がつ
から 12月

がつ
までの 間

あいだ
に，次

つぎ
のうち 1

ひと
つでも当

あ
てはまる小

ちい
さな

会社
かいしゃ

や１人
ひ と り

でビジネスしている人
ひと

は，ビジネスを続
つづ

けることができるように，
建物
たてもの

や土地
と ち

を借
か

りるためのお金
かね

の一部
い ち ぶ

をもらうことができます。 
・１年前

ねんまえ
の同

おな
じ月

つき
と比

くら
べて，稼

かせ
いだお金

かね
が 50％以上

いじょう
減
へ

った小
ちい

さな会社
かいしゃ

や１人
ひ と り
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でビジネスしている人
ひと

 
・連続

れんぞく
する 3 か月

げつ
で，稼

かせ
いだお金

かね
が去年

きょねん
の同

おな
じ頃

ころ
※と比

くら
べて 30％以上

いじょう
減
へ

った
小
ちい

さな会社
かいしゃ

や１人
ひ と り

でビジネスしている人
ひと

 
※例

たと
えば，2020年

ねん
５月

がつ
から７月

がつ
を， 2019年

ねん
５月

がつ
から７月

がつ
と比

くら
べる。 

○ もらうことができる人
ひと

:小
ちい

さい会社
かいしゃ

・・・多
おお

くて 600万
まん

円
えん

 
１人
ひ と り

でビジネスしている人
ひと

・・・多
おお

くて 300万
まん

円
えん

 
 

コールセンター:0120－653－930 
（午前

ご ぜ ん
８時

じ
30分

ぷん
から午後

ご ご
７時

じ
まで（土

ど
曜日
よ う び

，祝 日
しゅくじつ

は電話
で ん わ

で 
きません。日曜日は電話

で ん わ
できます。）） 

 
（経済

けいざい
産 業 省
さんぎょうしょう

ホームページ） 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html 

 
国税
こくぜい

・地方税
ち ほ う ぜ い

 ［ 新
あたら

しくなりました］ 
○ 仕事

し ご と
で稼

かせ
ぐお金

かね
が少

すく
なくなってしまったときなどは，払

はら
う税金

ぜいきん
を１年間

ねんかん
待
ま

ちます。 
○ すぐに払

はら
わなくてもいい人

ひと
は，次

つぎ
の 3 つすべてに当

あ
てはまる人

ひと
です(申

もう
し込

こ

みが必要
ひつよう

です。)。 
・すぐに税金

ぜいきん
を払

はら
いたいが，払

はら
ってしまうと仕事

し ご と
や生活

せいかつ
を続

つづ
けることが 難

むずか
し 

 い 
・他

ほか
に税金

ぜいきん
を滞納

たいのう
していない 

・支払
し は ら

い期限
き げ ん

から６か月
げつ

以内
い な い

（国税
こくぜい

の場合
ば あ い

）に申
もう

し込
こ

むこと（※地方税
ち ほ う ぜ い

につい 
ては都道府県

と ど う ふ け ん
，市町村

しちょうそん
の窓口

まどぐち
にお問

と
い合

あ
わせください。） 

○ 問
と

い合
あ

わせ先
さき

 
・国

くに
の税金

ぜいきん
は，国 税 局

こくぜいきょく
猶予
ゆ う よ

相談
そうだん

センターや住
す

んでいる税務署
ぜ い む し ょ

の窓口
まどぐち

へ 
・都道府県

と ど う ふ け ん
の税金

ぜいきん
は，住

す
んでいる都道府県

と ど う ふ け ん
の窓口

まどぐち
へ 

・市町村
しちょうそん

の税金
ぜいきん

は，住
す

んでいる市町村
しちょうそん

の窓口
まどぐち

へ 
 
国税
こくぜい

（国 税 庁
こくぜいちょう

ホームページ） 
【日本語

に ほ ん ご
】https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 
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【英語
え い ご

】https://www.nta.go.jp/english/tax_payment/01.htm 
地方税
ち ほ う ぜ い

（総務省
そうむしょう

ホームページ） 
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html 

 
[会社

かいしゃ
や 働

はたら
く人

ひと
を助

たす
ける] 

雇用
こ よ う

調 整
ちょうせい

助成金
じょせいきん

 
〇 仕事

し ご と
を休

やす
みにしたとき，会社

かいしゃ
が 働

はたら
いている人

ひと
に払

はら
うお金

かね
の一部

い ち ぶ
を，国

くに
が代

か

わりに払
はら

っています。 
○ 国

くに
が払

はら
うお金

かね
の金額

きんがく
を増

ふ
やします。会社

かいしゃ
が仕事

し ご と
を休

やす
みにしたとき， 働

はたら
いて

いる人
ひと

に払
はら

うお金
かね

を，１日
にち

で１人
ひ と り

あたり 15,000円
えん

まで国
くに

が払
はら

います。小
ちい

さい
会社
かいしゃ

が 働
はたら

く人
ひと

をやめさせていない場合
ば あ い

は， 働
はたら

いている人
ひと

に支払
し は ら

ったお金
かね

は
国
くに

が全部
ぜ ん ぶ

払
はら

います。 
○ アルバイトなど，会社

かいしゃ
の雇用

こ よ う
保険
ほ け ん

に入
はい

っていない人
ひと

を休
やす

みなどにしたとき
も払

はら
います。 

○ もらうことができる人
ひと

:新
あたら

しいコロナウイルスの病気
びょうき

の影 響
えいきょう

で，仕事
し ご と

が減
へ

 
った会社

かいしゃ
 

○ 問
と

い合
あ

わせ先
さき

:都道府県
と ど う ふ け ん

労 働 局
ろうどうきょく

またはハローワークへ 
コールセンター:0120－60－3999 
（毎

まい
日
にち

午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

９時
じ

まで） 
 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

 
新型
しんがた

コロナウイルス感 染 症
かんせんしょう

対応
たいおう

休 業
きゅうぎょう

支援
し え ん

金
きん

 
○ もらうことができる人

ひと
:次

つぎ
のどちらにも当

あ
てはまる人

ひと
です。 

・ 新
あたら

しいコロナウイルスの病気
びょうき

の影 響
えいきょう

で，会社
かいしゃ

に言
い

われて仕事
し ご と

が休
やす

みになった小
ちい

さな会社
かいしゃ

で
働

はたら
いている人

ひと
 

・仕事
し ご と

が休
やす

みの 間
あいだ

に，会社
かいしゃ

からお金
かね

をもらうこと 
ができなかった人

ひと
 

○ もらうことができるお金
かね

:仕事
し ご と

が休
やす

みになる前
まえ

にもらっていたお金
かね

の 80％ 
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              ※１か月
げつ

で多
おお

くて 33万円
まんえん

です。 
どれくらいの 間

あいだ
休
やす

みだったかで，もらうことが 
できる金額

きんがく
が変

か
わります。 

※雇用
こ よ う

保険
ほ け ん

＜＝会社
かいしゃ

をやめたあと仕事
し ご と

が見
み

つからない人
ひと

や，育児
い く じ

休 業
きゅうぎょう

，介護
か い ご

 
休 業

きゅうぎょう
をしている人

ひと
を助

たす
ける制度

せ い ど
＞に入

はい
っていない人

ひと
ももらうことができ 

ます。 
 
コールセンター:0120－221－276 

（月
げつ

曜日
よ う び

から金
きん

曜日
よ う び

まで:午前
ご ぜ ん

８時
じ

30分
ぷん

から午後
ご ご

８時
じ

まで） 
（土

ど
曜日
よ う び

，日
にち

曜日
よ う び

，祝 日
しゅくじつ

:午前
ご ぜ ん

８時
じ

30分
ぷん

から午後
ご ご

５時
じ

15分
ふん

 
まで） 

 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

による小学校
しょうがっこう

休 業
きゅうぎょう

等
とう

対応
たいおう

支援
し え ん

金
きん

 
○ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で，小 学 校

しょうがっこう
などが休

やす
みになり，１人

ひ と り

でビジネスをしている人
ひと

が，仕事
し ご と

ができなくなったときにもらうお金
かね

です。 
○ もらうことができる人

ひと
:次

つぎ
の①か②の子

こ
どもの世話

せ わ
をする保護者

ほ ご し ゃ
＜＝お父

とう

さんやお母
かあ

さんなど，子
こ

どもの世話
せ わ

をしている人
ひと

＞ 
             ① 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で，通

かよ
っ 

ている小 学 校
しょうがっこう

などが休
やす

みになった子
こ

ども 
② 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
になって， 

小 学 校
しょうがっこう

などを休
やす

む子
こ

ども 
○ もらうことができるお金

かね
:仕事

し ご と
をすることができなかった日

ひ
について，１日

にち

に 7,500円
えん

（2020年
ねん

４月
がつ

１日
にち

より前
まえ

の日
ひ

につい
ては，4,100円

えん
） 

 
詳
くわ

しいことはコールセンターへ電話
で ん わ

してください。 
コールセンター:0120－60－3999（毎日

まいにち
午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

９時
じ

まで） 
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（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

 
雇用
こ よ う

保険
ほ け ん

の求 職 者
きゅうしょくしゃ

給付
きゅうふ

 
○ 仕事

し ご と
がなくなった人

ひと
の生活

せいかつ
，新

あた
しい仕事

し ご と
ができるようにすることを助

たす
ける

制度
せ い ど

です。 
○ もらうことができる人

ひと
:雇用

こ よ う
保険
ほ け ん

に入
はい

っている人
ひと

で，お金
かね

をもらうことがで 
きるときの決

き
まりに当

あ
てはまる人

ひと
。 

 
（厚生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

ホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

 
技能
ぎ の う

実 習 生
じっしゅうせい

などが，今
いま

の会社
かいしゃ

で仕事
し ご と

ができなくなったとき 
○ 在留資格

ざいりゅうしかく
を 働

はたら
くことができる別

べつ
の資格

し か く
（「特定

とくてい
活動
かつどう

（就労可
しゅうろうか

）」と言
い

います。）
に変

か
えて，別

べつ
の会社

かいしゃ
で 働

はたら
けるようにします。 

○ あなたが仕事
し ご と

を探
さが

していることを，仕事
し ご と

を紹 介
しょうかい

する人
ひと

に教
おし

えて，仕事
し ご と

を探
さが

してもらいます。 
○ 働

はたら
くことができる人

ひと
: 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で実 習

じっしゅう
がで

きなくなった技能
ぎ の う

実 習 生
じっしゅうせい

や，技能
ぎ の う

実 習
じっしゅう

が終
お

わっ
た後

あと
も，自分

じ ぶ ん
の国

くに
に帰

かえ
ることが 難

むずか
しい今

いま
まで技能

ぎ の う

実 習 生
じっしゅうせい

だった人
ひと

など 
 
（出 入 国

しゅつにゅうこく
在 留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

ホームページ） 
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html 

 
[入 管

にゅうかん
の特別

とくべつ
なルール] 

日本
に ほ ん

に来
く

るとき ［ 新
あたら

しくなりました］ 
① 2019年

ねん
 10月

がつ
１日

にち
から 2019年

ねん
 12月

がつ
 31日

にち
に作

つく
られた在留資格

ざいりゅうしかく
認定
にんてい

証 明 書
しょうめいしょ

（Certificate of Eligibility）は，2021年
ねん

４月
がつ

30日
にち

まで使
つか

うことができます。 
② 2020年

ねん
１月

がつ
１日

にち
から 2021年

ねん
１月

がつ
 30日

にち
に作

つく
られた在留資格

ざいりゅうしかく
認定
にんてい

証 明 書
しょうめいしょ
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（Certificate of Eligibility）は，2021年
ねん

７月
がつ

31日
にち

まで使
つか

うことができます。 
③ 2021年

ねん
１月

がつ
 31日

にち
より後

あと
に作

つく
られた在留資格

ざいりゅうしかく
認定
にんてい

証 明 書
しょうめいしょ

（Certificate of 
Eligibility）は，在留資格

ざいりゅうしかく
認定
にんてい

証 明 書
しょうめいしょ

（Certificate of Eligibility）が作
つく

られた
日
ひ

から６か月
げつ

間
かん

，使
つか

うことができます。 
 
（出 入 国

しゅつにゅうこく
在 留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

ホームページ） 
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005026.pdf 

 
再 入 国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

による 出 国 中
しゅっこくちゅう

に 再 入 国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

の有効
ゆうこう

期間
き か ん

の 満 了
まんりょう

日
び

が経過
け い か

した
永 住 者
えいじゅうしゃ

への対応
たいおう

 
○ 次

つぎ
のことが全部

ぜ ん ぶ
当
あ

てはまる人
ひと

は，日本
に ほ ん

に入
はい

ってはいけない決
き

まりがなくな
ったあと，また日本

に ほ ん
に入

はい
るときに「永 住 者

えいじゅうしゃ
」の在 留

ざいりゅう
資格
し か く

をもらうことができ
ます。 
・再 入 国

さいにゅうこく
許可
き ょ か

＜＝外国
がいこく

人
じん

が日本
に ほ ん

を出
で

たとき，今
いま

の在 留
ざいりゅう

カードを使
つか

って日本
に ほ ん

に
戻
もど

ってきてもいいと入 管
にゅうかん

が決
き

めること＞をもらって日本
に ほ ん

を出
で

た人
ひと

 
・新しい

あたら
コロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で，日本

に ほ ん
に戻

もど
らないといけない日

ひ
まで

に，日本
に ほ ん

に帰
かえ

ってくることができなかった人
ひと

 
・在 留

ざいりゅう
資格
し か く

が「永 住 者
えいじゅうしゃ

」の人
ひと

 
 
（出 入 国

しゅつにゅうこく
在 留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

ホームページ） 
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005855.pdf 

 
自分
じ ぶ ん

の国
くに

に帰
かえ

ることが 難
むずか

しいとき 
○ 新

あたら
しいコロナウイルスの病気

びょうき
の影 響

えいきょう
で，自分

じ ぶ ん
の国

くに
に帰

かえ
ることが 難

むずか
しい人

ひと

などは，そのまま日本
に ほ ん

にいたり，仕事
し ご と

を続
つづ

けることができるようにしたりして
います。 

○ 新
あたら

しいコロナウイルスの病気
びょうき

の影 響
えいきょう

で，国
くに

に帰
かえ

ることができず，日本
に ほ ん

で
生活
せいかつ

するお金
かね

がなくて困
こま

っている人
ひと

は，アルバイトができるようにします。 
 
（出 入 国

しゅつにゅうこく
在 留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

ホームページ） 
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf 



入管 メルマガ

日本語 やさしい日本語 英語

▼詳
く わ

しくはこちら▼ 
http://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html 

＼その 他
ほか

，Twitter・Facebook でも 情 報
じょうほう

をお 届
とど

けしています！／ 

出入国在留管理庁からのおしらせ
Notification from Immigration Services Agency

メール配信
はいしん

サービス 

をはじめました！ 
 

日本
にほん

で生 活
せいかつ

する外国人
がいこくじん

の皆様
みなさま

に， 

出 入 国
しゅつにゅうこく

在 留
ざいりゅう

管 理 庁
かんりちょう

から 

お役
やく

に立
た

つ情 報
じょうほう

をメールでお届
とど

けします！ 

 E メールアドレスがあればどなたでも登録
とうろく

できます。 

 配信
はいしん

される情報
じょうほう

は自分
じ ぶ ん

で選
えら

べます。 

 最新
さいしん

情報
じょうほう

やイベントのお知
し

らせ etc をお届
とど

けします。 

案内ページ：

登録フォーム：

参考資料３



入管 メルマガ

Japanese Plain Japanese English

▼Please check below for details▼ 
http://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html 

＼We are delivering information on Twitter and Facebook!／ 

出入国在留管理庁からのおしらせ
Notification from Immigration Services Agency

 

We have started 

Email Distribution Service !!

Information Page:

Registration Page:

Anyone with an email address can register.

You can choose the information to be delivered by yourself

New information and Notices of event and so on will be delivered.

 

 

We will send useful information

by e-mail to foreign residents in Japan 

from the Immigration Services Agency !



 

特定技能総合支援サイト「業種別紹介動画」について 

 

特定技能総合支援サイトに「制度を説明する動画」及び「特定技能で働ける１４分

野を紹介する動画」が公開され、航空分野に関する動画についても掲載されています。

外国人に向けた分かりやすい内容になっていますので、今後、新たに特定技能外国人

を受け入れる場合の概要説明等にご活用ください。 

 

制度を説明する動画 

特定技能制度に関する制度、働ける分野や会社からの支援など制度全般の紹介動画

です。以下 URL よりご確認ください。 

 https://www.ssw.go.jp/jp/ 

 

＊出典：特定技能総合支援サイトホームページ（https://www.ssw.go.jp/jp/） 

 

特定技能で働ける１４分野を紹介する動画 

航空分野など各分野の特徴を説明した紹介動画です。以下URLよりご確認ください。 

https://www.ssw.go.jp/jp/about/video/ 

 

＊出典：特定技能総合支援サイトホームページ 動画で制度照会（https://www.ssw.go.jp/jp/about/video/） 

参考資料４


